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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
便器の後部に配置・固定されるとともに局部洗浄用のノズルが設けられた本体と、該本体
に対しヒンジを介して回動自在に連結された便蓋及び便座とを有する便座装置において、
　前記本体の前部には、該前部の両端部に対して中央部が前記便器の開口の後端まで凹ん
だ単一曲面の曲成部が形成され、前記本体の前部が前記便器の開口に突出しないようにし
、
　前記曲成部には、前記曲成部の形状に一致するとともに前記ノズルを覆うノズルカバー
を設け、該ノズルカバーは前記ノズルによる局部洗浄時には前記便器の開口側へ押し出さ
れることを特徴とする便座装置。
【請求項２】
前記ヒンジは、前記本体の側部に設けたことを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【請求項３】
前記曲成部は、前記本体が配置・固定される前記便器の開口形状に対応した曲成形状を有
することを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【請求項４】
前記曲成部は、前記本体が配置・固定される前記便器の後部の開口に対して突出しない曲
成形状とすることを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【請求項５】
前記曲成部には、前記ノズルカバーが収容される開口部が形成され、前記ノズルカバーが
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前記開口部に収容された状態において前記ノズルカバーの面部が前記曲成部と面一になる
ようにしたことを特徴とする請求項１～請求項４の何れか一項に記載の便座装置。
【請求項６】
便器の後部に配置・固定されるとともに局部洗浄用のノズルが設けられた本体と、該本体
に対しヒンジを介して回動自在に連結された便蓋及び便座とを有する便座装置において、
　前記本体の前部には、前記便器の開口の後端形状に対応するように、該前部の両端部に
対して中央部が凹んだ単一曲面の曲成部が形成され、
　前記単一曲面の曲成部には、前記ノズルを覆うノズルカバーを設け、
　該ノズルカバーの面部は、ノズル収容状態において前記曲成部と略面一になることを特
徴とする便座装置。
【請求項７】
前記曲成部は、前記中央部が前記便器の開口の後端まで凹むように構成したことを特徴と
する請求項６に記載の便座装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、便器の後部に配置・固定された本体と、該本体に対しヒンジを介して回動自
在に連結された便蓋及び便座とを有する便座装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、便器に載置される便座において、各種機能が付加された便座装置が知られている
。こうした便座装置は、各種機能部品（例えば、タンク、ノズル機構など）を収容して便
器に固定される本体と、同本体に対してヒンジを介して回動自在に連結される便蓋及び便
座とを備えている。そして、使用者は、例えばヒンジを回動中心として便蓋のみを開いて
便座に座り、用を足す。そして、使用後は、機能部品の操作により、例えば局部に温水な
どを噴射してその洗浄を行う。あるいは、男性の使用者は、ヒンジを回動中心として便蓋
及び便座を開いて小用を足す。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、こうした便座装置では、用足し時、便器の開口内からの跳ね返りによって本
体の下部に汚れが付きやすい環境にあった。
　本発明の目的は、便器に固定される本体の汚れを抑制し、清潔感を向上させることがで
きる便座装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、便器の後部に配置・固定され
るとともに局部洗浄用のノズルが設けられた本体と、該本体に対しヒンジを介して回動自
在に連結された便蓋及び便座とを有する便座装置において、前記本体の前部には、該前部
の両端部に対して中央部が前記便器の開口の後端まで凹んだ単一曲面の曲成部が形成され
、前記本体の前部が前記便器の開口に突出しないようにし、前記曲成部には、前記曲成部
の形状に一致するとともに前記ノズルを覆うノズルカバーを設け、該ノズルカバーは前記
ノズルによる局部洗浄時には前記便器の開口側へ押し出される前記曲成部に、前記ノズル
を覆うノズルカバーを設けたことを要旨とする。
【０００５】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の便座装置において、前記ヒンジは、前記本
体の側部に設けたことを要旨とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の便座装置において、前記曲成部は、前記本
体が配置・固定される前記便器の開口形状に対応した曲成形状を有することを要旨とする
。
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【０００６】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の便座装置において、前記曲成部は、前記本
体が配置・固定される前記便器の後部の開口に対して突出しない曲成形状とすることを要
旨とする。
【０００７】
　なお、便座装置とは、便器に載置される便座において各種機能が付加されたものをいう
。具体的には、便座を温める機能が付加されたいわゆる暖房便座、人体局部に洗浄水を噴
射する洗浄機能が付加されたいわゆる衛生洗浄便座、更に同洗浄水を温める機能が付加さ
れたいわゆる温水洗浄便座などをいう。
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の便座装置におい
て、前記曲成部には、前記ノズルカバーが収容される開口部が形成され、前記ノズルカバ
ーが前記開口部に収容された状態において前記ノズルカバーの面部が前記曲成部と面一に
なるようにしたことを特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、便器の後部に配置・固定されるとともに局部洗浄用のノズル
が設けられた本体と、該本体に対しヒンジを介して回動自在に連結された便蓋及び便座と
を有する便座装置において、前記本体の前部には、前記便器の開口の後端形状に対応する
ように、該前部の両端部に対して中央部が凹んだ単一曲面の曲成部が形成され、前記単一
曲面の曲成部には、前記ノズルを覆うノズルカバーを設け、該ノズルカバーの面部は、ノ
ズル収容状態において前記曲成部と略面一になることを要旨とする。
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の便座装置において、前記曲成部は、前記中
央部が前記便器の開口の後端まで凹むように構成したことを要旨とする。
【０００８】
　（作用）
　請求項１～５に記載の発明によれば、本体の前部は便器の開口に突出しないため、用足
し時の開口内からの跳ね返りによって同本体の前部の下部が汚れることを防止する。上記
ヒンジは男性小用時の正面から外れた本体の側部に設けられている。従って、尿の飛散等
によるヒンジの汚れが抑制される。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１～５に記載の発明によれば、便器に固定される本体の汚れを抑制し、清潔感を
向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図１～図７に従って説明する。
　図１～図３は、本実施形態の便座装置としての温水洗浄便座１０を示す斜視図である。
また、図４は温水洗浄便座１０を示す部分断面図であり、図５は平面図である。
【００１１】
　図１～図３に示されるように、この温水洗浄便座１０は、いわゆる洋式の便器９０に載
置される。温水洗浄便座１０は、各種機能部品（例えば、温水タンク、ノズル機構など）
を収容して便器９０に固定される本体１１と、便蓋１２及び便座１３とを備えている。こ
れら本体１１、便蓋１２及び便座１３は、例えば抗菌樹脂材にて成形されている。
【００１２】
　上記本体１１は、便器９０の後部に配置・固定される。図５に示されるように、この本
体１１は、便器９０の幅方向に伸びる略三角柱状に形成されており、その前部には両端部
に対して中央部が凹むように曲成部１１ａが形成されている。
【００１３】
　この曲成部１１ａにより、本体１１は、便器９０に固定された状態においてその開口９
０ａに突出しないようになっている。すなわち、曲成部１１ａは、便器９０の開口９０ａ
の後部形状に対応して曲成されており、これにより開口９０ａに突出しないようになって
いる。
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【００１４】
　上記曲成部１１ａの略中央部下側には開口部１１ｂが形成されており、例えば抗菌ステ
ンレス材からなるノズルカバー１４によって閉塞されている。この開口部１１ｂは、局部
洗浄用のノズルを後述の態様で本体１１から出没させるためのものである。
【００１５】
　また、本体１１の一側（図４及び図５の左側、すなわち便器１０に正対した状態での左
側）の側部１５には、幅方向に略円筒状に突設された本体側スリーブ１１ｃが形成されて
いる。この本体側スリーブ１１ｃは、本体１１に対して前記便蓋１２及び便座１３を回動
自在に連結するためのヒンジ２１を構成する。
【００１６】
　上記便蓋１２及び便座１３は、ヒンジ２１を介して本体１１に対して回動自在に連結さ
れている。詳述すると、図４に示されるように、便蓋１２には、上記本体側スリーブ１１
ｃと略同等の外径及び内径を有して同本体側スリーブ１１ｃと略同心軸上に配置された略
円筒状の第１便蓋側スリーブ１２ａ及び第２便蓋側スリーブ１２ｂが形成されている。ま
た、便座１３には、上記本体側スリーブ１１ｃ（第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１
２ｂ）と略同等の外径及び内径を有するとともに上記第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ
，１２ｂ間の離隔距離と略同等の軸長を有する略円筒状の便座側スリーブ１３ａが形成さ
れている。この便座１３の便座側スリーブ１３ａは、上記第１及び第２便蓋側スリーブ１
２ａ，１２ｂ間において上記本体側スリーブ１１ｃと略同心軸上に配置されている。そし
て、便蓋１２及び便座１３は、第２便蓋側スリーブ１２ｂ、便座側スリーブ１３ａ及び第
１便蓋側スリーブ１２ａへと順次挿通されたヒンジシャフト１６によって相対回動可能に
連結されている。また、ヒンジシャフト１６は、上記本体側スリーブ１１ｃに対応して第
２便蓋側スリーブ１２ｂから軸線方向に突出している。便蓋１２及び便座１３は、ヒンジ
シャフト１６が本体側スリーブ１１ｃに挿通されることで本体１１に対して回動可能に連
結されている。これら第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１２ｂ、便座側スリーブ１３
ａ、ヒンジシャフト１６はヒンジ２１を構成する。
【００１７】
　なお、本実施形態では、第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１２ｂの内径は、本体側
スリーブ１１ｃ及び便座側スリーブ１３ａの内径よりも若干小さく設定されており、ヒン
ジシャフト１６はこれら第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１２ｂに圧入されている。
従って、ヒンジシャフト１６は、第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１２ｂ（便蓋１２
）の回動に応じて一体で回動するとともに便座側スリーブ１３ａ（便座１３）及び本体側
スリーブ１１ｃ（本体１１）に対して相対回動を許容する。
【００１８】
　上記便蓋１２は、便器９０（開口９０ａ）に対応して便座１３を覆う便蓋本体１２ｃを
有している。そして、便蓋本体１２ｃの一側（図１の左側）の側部には、前記ヒンジ２１
を構成する第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１２ｂからその径方向に延出形成され先
端が屈曲された略箱状の便蓋側アーム１２ｄが連続している。従って、便蓋１２は、ヒン
ジ２１の回動によって開閉される。
【００１９】
　上記便座１３は、便器９０（開口９０ａ）の周縁部に載置される略円環状の便座本体１
３ｂを有している。そして、便座本体１３ｂの一側（図２の左側）の側部には、前記ヒン
ジ２１を構成する便座側スリーブ１３ａからその径方向に延出形成され先端が屈曲された
便座側アーム１３ｃが連続している。従って、便座１３は、ヒンジ２１の回動によって開
閉される。
【００２０】
　上記便座側アーム１３ｃには、各種操作のための操作部２２が設けられている。従って
、図３に併せ示されるように、便座１３の開閉に伴って必然的に操作部２２も一体で移動
する。特に、男性小用時には、便座１３が開けられることで操作部２２は便器９０の正面
から待避される。
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【００２１】
　ここで、上記便座１３の平面形状の外形は上記便蓋１２の平面形状の外形に対応して形
成されている。そして、これら便蓋１２及び便座１３が重ね合わされている状態において
、便座１３は操作部２２も含めてその全面が便蓋１２により覆われるようになっている（
図１参照）。
【００２２】
　なお、図３に示されるように、上記便座本体１３ｂには、前記開口部１１ｂ（ノズルカ
バー１４）に対応して凹部１３ｄが形成されている。この凹部１３ｄは、局部洗浄用のノ
ズルを本体１１から出没させる際に、ノズルカバー１４が便座本体１３ｂと干渉すること
を回避するためのものである。
【００２３】
　次に、前記開口部１１ｂ及びノズルカバー１４等について図６及び図７に基づき説明す
る。なお、図６は本体１１を示す斜視図であり、図７はその作動状態を示す模式図である
。
【００２４】
　上記ノズルカバー１４は、その下側及び基端側が開口する略箱状に形成されている。こ
のノズルカバー１４は、図示しない駆動機構によって本体１１の開口部１１ｂから出没可
能に設けられており、本体１１内に収容されている状態においてその面部１４ａは本体１
１と略面一となるようになっている（図３参照）。従って、男性の小用時には、正面に単
調な形状が現出するようになっている。
【００２５】
　一方、局部の洗浄時には、ノズルカバー１４が前方（図７の矢印Ａ方向）に押し出され
る。このとき、ノズルカバー１４の下側の開口が便器９０の開口９０ａに露出する。温水
洗浄便座１０は、図示しない駆動機構によって局部洗浄用のノズル１７を一側（図７の矢
印Ｂ方向）に押し出し、上記突出した開口から現出させる。このノズル１７から洗浄水（
温水）を噴射することで、局部Ｐの洗浄が行われる。
【００２６】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、以下に示す効果が得られるようになる。
　（１）本実施形態では、ヒンジ２１は男性小用時の正面から外れた本体１１の側部１５
に設けられている。従って、尿の飛散等によるヒンジ２１の汚れを抑制できる。
【００２７】
　なお、従来の技術では、便座装置のヒンジは男性小用時の正面となる本体の前部に配置
されているため、尿の飛散等によって汚れが付きやすい環境にあった。また、ヒンジの形
状が複雑であることから、本体も含めてその清掃の作業性が悪かった。
【００２８】
　（２）本実施形態では、ヒンジ２１は本体１１の一方の側部１５にのみ設けられている
。従って、便蓋１２及び便座１３は、ヒンジ２１の軸線に沿って一側に移動させることで
本体１１に連結され、あるいは同他側に移動させることで本体１１から取り外される（図
１参照）。このように、便蓋１２及び便座１３の本体１１からの着脱が容易であることか
ら、ヒンジ２１等の清掃の作業性を向上できる。
【００２９】
　（３）本実施形態では、操作部２２は便座側アーム１３ｃに配置される。従って、男性
小用時には、便座１３が開けられることで必然的に操作部２２も一体で移動（上昇）する
。この移動に伴い操作部２２を待避させることで、尿の飛散等による操作部２２の汚れを
抑制できる。
【００３０】
　（４）本実施形態では、便蓋１２及び便座１３が重ね合わされている状態において、操
作部２２が便蓋側アーム１２ｄによって覆われることで、同操作部２２に埃等が付着する
ことを抑制できる。特に、操作部２２は、静電気を帯びることで埃等を引き付けやすいた
め効果的である。
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【００３１】
　（５）本実施形態では、便蓋１２及び便座１３が重ね合わされている状態において対向
する便座１３の全面が便蓋１２により覆われることで、便座１３に埃等が付着することを
抑制できる。また、例えば便座１３を温める機能を有する場合、同便座１３の全面が覆わ
れることでその熱放射が抑制され、暖房効率を向上することができる。
【００３２】
　（６）本実施形態では、本体１１は便器９０の開口９０ａに突出しないため、用足し時
の開口９０ａ内からの跳ね返りによって同本体１１の下部が汚れることを防止できる。ま
た、本体１１の前面（曲成部１１ａ）は単一曲面をなすシンプルな形状であるため、清掃
性に加えて視覚的な清潔感も向上させることができる。
【００３３】
　なお、本発明の実施の形態は上記実施形態に限定されるものではなく、次のように変更
してもよい。
　・前記実施形態において、ヒンジ２１の構造は一例であってその他の構造を採用しても
よい。例えば、本実施形態では便蓋１２の第１及び第２便蓋側スリーブ１２ａ，１２ｂに
ヒンジシャフト１６を圧入してヒンジシャフト１６が便蓋１２と一体で回動するようにし
たが、ヒンジシャフト１６を本体１１の本体側スリーブ１１ｃに圧入してもよい。そして
、ヒンジシャフト１６を本体１１に対して固定し、便蓋１２及び便座１３をヒンジシャフ
ト１６に対して相対回動可能に連結する。このように変更をしても前記実施形態と同様の
効果が得られる。
【００３４】
　・前記実施形態においては、便座１３の便座側アーム１３ｃに操作部２２を設けた。こ
れに対して、操作部２２を本体１１に設けてもよく、あるいはリモートコントロール型の
操作部を採用してもよい。
【００３５】
　・前記実施形態においては、本体１１の一側の側部１５にヒンジ２１を設けて便蓋１２
及び便座１３を回動自在に連結した。これに代えて、本体１１の他側（図４及び図５の右
側）の側部に同様のヒンジを設けて便蓋１２及び便座１３を回動自在に連結してもよい。
このように変更をしても前記実施形態と同様の効果が得られる。若しくは、これに加えて
、本体１１の他側（図４及び図５の右側）の側部に同様のヒンジを設けて便蓋１２及び便
座１３を回動自在に連結してもよい。このように変更をしても前記実施形態の（１）、（
３）～（６）と同様の効果が得られる。
【００３６】
　・前記実施形態においては、本体１１の一側の側部１５に設けたヒンジ２１により共通
の回動中心にて便蓋１２及び便座１３を本体１１に対し回動自在に連結した。これに対し
て、これら便蓋１２及び便座１３をそれぞれ個別のヒンジにて本体１１に対しそれぞれ回
動自在に連結してもよい。すなわち、本体１１の側部１５に便蓋側ヒンジを設けて便蓋１
２を回動自在に連結する。また、これと別に、本体１１の側部に便座側ヒンジを設けて便
座１３を回動自在に連結する。このように変更をしても前記実施形態と同様の効果が得ら
れる。
【００３７】
　・前記実施形態においては、本体１１の一側の側部１５にヒンジ２１を設けて便蓋１２
及び便座１３を回動自在に連結した。これに対して、例えば本体１１の隆起によって隠蔽
される同本体１１の背部にヒンジを設けて便蓋１２及び便座１３を回動自在に連結しても
よい。要は、男性小用時の正面から隠れた位置にヒンジが配置されれば、尿の飛散等によ
るヒンジの汚れを抑制できる。なお、この場合の操作部はリモートコントロール型にして
もよい。
【００３８】
　・前記実施形態においては、温水洗浄便座１０に本発明を適用したが、暖房便座、衛生
洗浄便座などに適用してもよい。
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　次に、以上の実施形態から把握することができる技術的思想を、その効果とともに以下
に記載する。
【００３９】
　（イ）前記便蓋は、該便蓋及び前記便座が重ね合わされている状態において対向する該
便座の全面を覆うことを特徴とする便座装置。同構成によれば、便蓋及び便座が重ね合わ
されている状態において対向する便座の全面が便蓋により覆われることで、便座に埃等が
付着することを抑制できる。また、例えば便座を温める機能を有する便座装置では、同便
座の全面が覆われることでその熱放射が抑制され、暖房効率を向上することができる。
【００４０】
　（ロ）前記本体は、便器の開口に突出しないように形成されたことを特徴とする便座装
置。同構成によれば、本体は便器の開口に突出しないため、用足し時の開口内からの跳ね
返りによって同本体の下部が汚れることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態を示す斜視図。
【図２】同実施形態を示す斜視図。
【図３】同実施形態を示す斜視図。
【図４】同実施形態を示す部分断面図。
【図５】同実施形態を示す平面図。
【図６】同実施形態を示す斜視図。
【図７】同実施形態の動作を示す模式図。
【符号の説明】
【００４２】
１０…便座装置としての温水洗浄便座、１１…本体、１１ｃ…ヒンジを構成する本体側ス
リーブ、１２…便蓋、１２ａ…ヒンジを構成する第１便蓋側スリーブ、１２ｂ…ヒンジを
構成する第２便蓋側スリーブ、１２ｄ…便蓋側アーム、１３…便座、１３ａ…ヒンジを構
成する便座側スリーブ、１３ｃ…便座側アーム、１５…側部、１６…ヒンジを構成するヒ
ンジシャフト、２１…ヒンジ、２２…操作部。
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